
�愛媛県告示第１９０８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び松

前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 榊原定征

２ 事業場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設に関する事項

� 紡糸機�１

� 紡糸機�２
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告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２１号 イ湿式紡糸施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４４，０００

最大 １４４，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ３．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２．４

最大 ２５２．４

備考 発生する汚水は、全て原料回収設備において処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 イ湿式紡糸施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり７．６トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２２９，０００

最大 ２２９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ３．０
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� 表面処理装置�１

� 表面処理装置�２

� 表面処理装置�３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，７００

最大 １，７００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４６．８

最大 ７３．０

備考 発生する汚水は、全て原料回収設備において処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 ロ未精練繊維の
薬液処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４．９トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．６～４．０

最大 １．０～４．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８０

最大 ５５２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 ロ未精練繊維の
薬液処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１．０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．６～４．０

最大 １．０～４．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４４

最大 １６８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 ロ未精練繊維の
薬液処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり０．９トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．６～４．０

最大 １．０～４．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１
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� ジメチルスルホキシド回収装置

� アクリロニトリル回収装置

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 西地区回収留出液排水処理設備

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９６

最大 １２０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 ハ原料回収施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５８．４トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ３７．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３．０

最大 ２３．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８．７

最大 ４８．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ２９５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２１号 ハ原料回収施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１９２トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１９年１月１０日

使用開始の予定年月日 平成１９年１月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００，０００

最大 ３００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ３．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６５．７

最大 ８３．０

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１月１０日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 中和、活性汚泥、砂ろ過及び活性炭処
理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート及び鉄骨スレート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦３４．５メートル 横１５．５メートル
高さ８．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、活性汚泥、砂ろ過及び活性炭処
理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ３７．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３．０

最大 ２３．０

通常 １８．０

最大 ２０．０
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� 西地区表面処理液排水処理設備

� 西地区脱硫排水処理設備

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ４９．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ５．０

通常 ３．２

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ２９５

通常 ２９３

最大 ２９５

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１月１０日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート、ＰＶＣ及びＦＲＰ
製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０メートル 横９．８メートル
高さ６．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，３４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．６～４．０

最大 １．０～４．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 １０．０

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

通常 １．０

最大 ５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ２．４

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

通常 ０．１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２０

最大 ８４０

通常 ７２０

最大 ８４０

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１８年５月３１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成１８年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈澱、濾過、空気酸化及び中和処
理

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ及び鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２１．５メートル 横２８．７メートル
高さ１５．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈澱、濾過、空気酸化及び中和処
理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ５００

通常 １０．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ３，０００

通常 ２０．０

最大 ２０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２０．０

通常 ５．０

最大 ５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ３．０

通常 １．０

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４４

最大 １９２

通常 １４４

最大 １９２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．５～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．４

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２１．０

愛 媛 県 報平成１７年１０月２５日 第１７０５号
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� 第２排水口

�������
�愛媛県告示第１９０９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び松前町役場において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 榊原定征

２ 事業場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第１９号チ、第２１号イ、ロ及びハ、第３３号イ、第３７号イ、

第６３号の３並びに第６４号の２イ及びロ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法及び排出水の汚染状態及び量の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設（ＡＳＭ処理施設（活性汚泥処理））

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

� 第２排水口

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．８

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．９

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９８，５５２

最大 １３０，４４９

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．３

最大 ６．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ４．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０，０００

最大 ３８，０００

備考 この他に、雨水排水口が６箇所ある。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，１９０
最大
１，５３０

通常
１，１９０
最大
１，５３０

通常
９４３
最大
１，２８３

通常
９４３
最大
１，２８３

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．５～８．７

通常 ５．８～８．６

最大 ５．５～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．７

最大 １５．０

通常 １３．４

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．７

最大 ２１．６

通常 １０．０

最大 ２１．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２０．０

通常 ５．８

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ３．０

通常 ０．９

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０，９７０

最大 １２０，６５０

通常 ９８，５５２

最大 １３０，４４９

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．０～８．６

通常 ６．５～８．５

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．３

最大 ６．０

通常 ４．３

最大 ６．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ４．８

通常 １．０

最大 ４．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２０．０

通常 １０．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ３．０

通常 １．０

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０，０００

最大 ３８，０００

通常 ３０，０００

最大 ３８，０００

愛 媛 県 報平成１７年１０月２５日 第１７０５号
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�愛媛県告示第１９１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、松山市津和地地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備、農業用道路

整備及び農地保全事業・津和地地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１０月２６日から１１月２４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１９１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、西予市宇和町永長地域に係る県営土地改良事業

計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７

条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書

の写しを縦覧に供する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・永長地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１０月２６日から１１月２４日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１９１３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市日振島２１７６番地先から宇和島市日振島２１７２番

４地先までの公有水面

� 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線並びに２０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市日振島２１７０番１地先に設置された金属

鋲）は、北緯３３度０９分５２秒、東経１３２度１７分２６秒の地点

１点は、基点から真北２２７度５７分２２秒１３．１０メートル

の地点

２点は、１点から真北１５４度１４分１８秒２．９６メートルの

地点

３点は、２点から真北１５９度１９分２７秒２．０５メートルの

地点

４点は、３点から真北１６７度４６分１１秒８．５６メートルの

地点

５点は、４点から真北１７８度２５分０８秒７．９１メートルの

地点

６点は、５点から真北１９１度２９分０４秒７．３１メートルの

地点

７点は、６点から真北２０４度１０分４３秒７．６２メートルの

地点

８点は、７点から真北２０８度２４分２５秒６．３２メートルの

地点

９点は、８点から真北１９７度４９分２２秒６．９７メートルの

地点

１０点は、９点から真北１８７度３５分５７秒６．２６メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１７６度４９分５４秒７．１１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１７６度２４分３８秒６．３４メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１８３度０８分０８秒６．５８メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１８９度４９分４２秒９．２４メートルの

�愛媛県告示第１９１０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２０８１１１ 有限会社みかんちゃん
八幡浜市郷２番耕地
１４８番地１ 柏 木 啓 子 身体障害者居

宅介護
有限会社みかんちゃ
ん

八幡浜市郷１番耕地
１２４７番地１

平成１７年
１０月１４日

愛 媛 県 報平成１７年１０月２５日 第１７０５号
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地点

１５点は、１４点から真北１９５度０７分３２秒５．７３メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２００度０３分４７秒６．０７メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２０４度４９分０３秒５．０３メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２１０度０３分０６秒５．２６メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２１２度１５分１１秒２０．７９メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３００度３２分０８秒２．９８メートルの

地点

� 面積

６７１．８６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成３年３月２８日 愛媛県指令河第２０９号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１０月２５日

�������
�愛媛県告示第１９１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市川之江町字宝洞山３１１２番３２、３１１２番３９及び３１

１２番４２並びに同市川之江町字片上山３１１３番９

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

代表取締役 白石 豊信

３ 図面省略

�愛媛県告示第１９１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９１６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９１７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第８９８号

平成１７年１０月１２日
西条市飯岡字西野口３４３３番２

西条市福武甲５５番地
松 本 一 夫

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
４５号

宇和島市吉田町北小路甲１０番地 愛媛県立吉田高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 宇和島市吉田町北小路甲１０番地
愛媛県立吉田高等学校内

平成１７年１０月３日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇第
３号

宇和島市吉田町立間尻甲４２８
番地

吉田漁業協同組合 売りさばき人
宇和島市吉田町立間尻甲４２８番地
吉田漁業協同組合
売りさばき所
宇和島市吉田町立間尻甲４２８番地

売りさばき人
北宇和郡吉田町大字立間尻甲４２８
番地
吉田漁業協同組合
売りさばき所
北宇和郡吉田町大字立間尻甲４２８
番地

平成１７年
８月１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月２５日 第１７０５号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

公 告
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇第
３２号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
宇和島市吉田町本町２９番地
伊予銀行吉田支店

売りさばき所
北宇和郡吉田町大字本町２９番地
伊予銀行吉田支店

平成１７年
８月１日

宇第
１３号

宇和島市津島町嵐番外２３番地
２

下灘漁業協同組合 売りさばき人
宇和島市津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合
売りさばき所
宇和島市津島町嵐番外２３番地２

売りさばき人
北宇和郡津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合
売りさばき所
北宇和郡津島町嵐番外２３番地２

平成１７年
８月１日

宇第
３６号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
宇和島市津島町岩松８５８番地第１
伊予銀行岩松支店

売りさばき所
北宇和郡津島町大字岩松８５８番地
第１
伊予銀行岩松支店

平成１７年
８月１日

津島
第１
号

宇和島市津島町高田甲２４６９番
地１

津島高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 売りさばき人
宇和島市津島町高田甲２４６９番地１
津島高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
宇和島市津島町高田甲２４６９番地１
津島高等学校内

売りさばき人
北宇和郡津島町大字高田甲２４６９番
地１
津島高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
北宇和郡津島町大字高田甲２４６９番
地１
津島高等学校内

平成１７年
８月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１０月１４日
特定非営利活動法人
働く人とその家族サポートセ
ンター

� 瀬 一 郎 愛媛県松山市宮田町１８３番地６
この法人は、働く人とその家族が、主体性
、自発性を持ち、それぞれの人生の目的、
目標の達成や自己実現に向けて生きていけ
るよう支援することを目的とする。
その為に、当サポートセンターが構築した
人的ネットワークを利用し、特に、コーチ
・メンター・プランナー・コンサルタント
・その他専門家等で形成するリスニングパ
ートナーの支援を活用するものである。
そして、この支援を受けた人がさらに支援
者へ立場を変えることで、無限の人的資源
が創出される。それを可能な限り「職業」
へ転換させていくことで、自立、共生、共
育の社会を実現するものである。
これは、それぞれの人たちが個人の幸福を
追求するのみならず、公共の福祉へと循環
させ、個人的使命から、社会的使命へとつ
なげていくものである。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１０月１４日
特定非営利活動法人
コミュニケーションハンディ
キャップ研究会

明 智 美 香 愛媛県新居浜市庄内町一丁目９
番２７号

この法人は、コミュニケーションハンディ
キャップを持つ自閉症児・者等に対して、
環境構築による生涯にわたる社会的、生活
的自立支援に関する事業を行うとともに、
権利擁護ならびに自閉症に関する地域理解
の促進を図り、自閉症児・者等の福祉の増
進に寄与することを目的とする。

平成１７年１０月２５日 印刷
平成１７年１０月２５日 発行
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